
今
年
の
一
文
字

？

確
か
に
「
暑
」
で
し
た
。
当
院

は「
人
・
会･

治
」と
３
文
字
で
す
。

人
と
は
自
分
の
中
を
探
っ
て
も
分

か
ら
な
い
も
の
で
す
。
治
そ
う
と

必
死
に
な
り
す
ぎ
て
、
そ
れ
こ
そ

自
分
を
見
失
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
。

他
人
と
会
う
縁
で
、
自
分
が
分
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

落
ち
着
け
ば
、
自
然
に
治
る
道
も
見
え
て
く
る
の
で
は
、

と
思
い
ま
す
。病
気
も
人
の
道
も
、急
が
ば
回
れ
で
す
ね
。

映
画
の
お
す
す
め

１
２
月
２
５
日
（
土
）

「
降
り
て
ゆ
く
生
き
方
」

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
い
せ
ト
ピ
ア

【
第
１
回
上
映
】
１
０
時
半

【
第
２
回
上
映
】
１
４
時

【
交
流
会
】
１
７
時

前
売
り
千
５
百
円

当
日
２
千
円

前
売
り
券
は
、
古
川
書
店
（
度
会
橋
店
）

宮
脇
書
店

（
中
村
町
店
）
に
も
あ
る
そ
う
で
す
。
お
問
合
わ
せ
先

０
９
０-

３
５
５
５-

１
８
９
３（
さ
く
ま
）さ
ん
ま
で
。

こ
ん
な
所
に
、
公
開
の
情
報
！ 

 

今
後
の
市
立
伊
勢
総
合
病
院
を
考
え
る
検
討
会
が
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
月
２
回
開
催
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
伊

勢
市
の
地
域
医
療
の
実
情
を
傍
聴
で
知
る
の
も
可
能
で
す
。

→
行
け
な
い
方
も
議
事
録
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧

可
能
で
す
。
で
は
、
そ
の
方
法
と
は
？

①

伊
勢
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
け
る

②

左
端
の
検
討
会
の
表
示
を
ク
リ
ッ
ク
→

③

市
役
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
該
当
部
へ

④

日
程
と
資
料
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す

医
療
費
還
付
の
準
備
し
て
下
さ
い
ネ

家
族
全
体
の
領
収
書
（
病
院
・
薬
局
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
）

を
集
め
、
年
間
１
０
万
円
を
超
え
た
分
で
税
金
が
少
し
戻

り
ま
す
。
一
番
収
入
の
多
い
（
つ
ま
り
税
金
を
最
も
多
く

払
っ
た
）
家
族
が
申
請
す
る
と
有
効
で
す
。
マ
ッ
サ
ー
ジ

代
、
オ
ム
ツ
代
や
通
院
タ
ク
シ
ー
代
も
関
係
し
ま
す
。

介
護
用
の
オ
ム
ツ
で
あ
る
こ
と
は
当
院
で
も
証
明
し
ま
す
。

寝
た
き
り
の
人
は
障
害
者
控
除
の
利
用
を 

 

身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
介
護
度
の

証
明
を
す
れ
ば
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
実
際
の
利
用
が
な
く
て
も
、
介
護
度
が
１
以
上
つ
い

て
い
れ
ば
、
障
害
者
控
除
は
利
用
で
き
る
よ
う
で
す
。

介
護
度
１
～
２
は
、
障
害
者
控
除
２
７
万
円
、
介
護
度

３
～
５
は
、特
別
障
害
者
控
除
４
０
万
円
に
該
当
し
ま
す
。

自
分
の
所
得
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
控
除
を
、
被
扶
養
者

な
ら
所
得
の
あ
る
方
か
ら
控
除
で
す
。
も
し
控
除
が
確
定

す
れ
ば
更
に
県
民
税
・
市
町
村
税
か
ら
も
、
障
害
者
控
除

２
６
万
円
、特
別
障
害
者
控
除
３
０
万
円
が
引
か
れ
ま
す
。。

実
際
に
は
介
護
保
険
課
の
窓
口
で
、「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」
を
申
請
し
発
行
し
て
も
ら
い
ま
す
。
印
鑑
と

介
護
保
険
証
を
持
っ
て
行
け
ば
可
能
で
す
。（
出
向
か
な
い

と
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
知
ら
な
い
人
は
損
で
す
ね
） 

 

確
定
申
告
す
れ
ば
次
の
年
の
課
税
額
を
低
く
す
る
た
め

に
も
役
立
ち
ま
す
の
で
、
毎
年
ト
ラ
イ
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
＋
介
護
保
険
費
用
の
還
付
も
可
能 

 

「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
制
度
で
は
、
介
護
保
険
と

医
療
保
険
の
年
間
の
自
己
負
担
額
が
、
限
度
額
を
超
え
る

金
額
は
、給
付
金
と
し
て
戻
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

同
一
世
帯
で
二
人
以
上
の
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
っ
て
い

る
よ
う
な
例
で
利
用
さ
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。た
だ
、

８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
３
１
日
の
１
年
間
が
期
間
で
す
。

が
ん
患
者
は
、
障
害
年
金
が
申
請
で
き
る
！ 

 

身
体
障
害
手
帳
の
取
得
と
は
別
の
制
度
で
す
。
生
活
に

支
障
の
あ
る
方
は「
が
ん
」だ
け
で
も
申
請
は
出
来
ま
す
。

年
末
年
始
の
お
休
み
で
す
が
、

１
２
月
２
８
日
（
火
）
ま
で
は
平
常
ど
お
り

２
９
日
（
水
）
～
１
月
３
日
（
月
）
休
診

新
年
１
月
４
日
（
火
）
か
ら
は
平
常
ど
お
り

こ
の
間
も
訪
問
患
者
さ
ん
へ
は
２
４
時
間
対
応
で
す

「
家
が
い
い
ね
」
第
７
９
号

い
せ
在
宅
医
療
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
報
月
刊
紙

2010.12.14

自宅での人生を

最期まで支援します

〒516-0805
三重県伊勢市御薗町高向927
電話     0596-20-8104
ファクス  0596-20-8105

mail homecare@kr.tcp-ip.or.jp
http://www.tcp-ip.or.jp/~takuro


